
証
明
書
自
動
交
付
サ
ー

ビ
ス
を
停
止
し
ま
す

住
民
票
の
写
し
と
印
鑑
登
録

証
明
書
を
取
得
で
き
る
証
明
書

自
動
交
付
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

停
止
し
ま
す
。

【
日
時
】

▽
１１
月
１６
日
�
終
日

東
京
都
庁
舎
の
電
気
設
備
点

検
の
た
め
、
コ
ン
ビ
ニ
（
セ
ブ

ン
‐
イ
レ
ブ
ン
・
ロ
ー
ソ
ン
・

サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
）
で
の

証
明
書
自
動
交
付
サ
ー
ビ
ス
は

利
用
で
き
ま
せ
ん
。
区
役
所
夜

間
・
休
日
窓
口
の
自
動
交
付
機

は
、
午
前
８
時
３０
分
か
ら
午
後

１０
時
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。

▽
１１
月
１７
日
�
終
日

区
役
所
本
庁
舎
の
電
気
設
備

点
検
の
た
め
、
区
役
所
夜
間
・

休
日
窓
口
の
自
動
交
付
機
は
利

用
で
き
ま
せ
ん
。
コ
ン
ビ
ニ
で

の
証
明
書
自
動
交
付
サ
ー
ビ
ス

は
、
午
前
６
時
３０
分
か
ら
午
後

１１
時
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。

【
担
当
課
】

戸
籍
住
民
課

�（
５
６
５
４
）８
１
９
２

奥
戸
地
区
図
書
館

休
館
し
ま
す

全
蔵
書
の
点
検
・
整
理
の
た

め
、
次
の
期
間
休
館
し
ま
す
。

【
休
館
期
間
】

１２
月
３
日
�
・
４
日
�

【
担
当
課
】

奥
戸
地
区
図
書
館

（
奥
戸
３
‐
５
‐
１
）

�（
３
６
９
６
）２
７
８
１

年
末
調
整
・
確
定
申
告

を
す
る
方
へ

国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険

料
・
国
民
年
金
保
険
料
は
、
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

国
民
健
康
保
険
料

口
座
振
替
で
納
め
て
い
る
方

に
「
国
民
健
康
保
険
料
口
座
振

替
済
の
お
知
ら
せ
」
を
１２
月
下

旬
に
送
付
し
ま
す
。
納
付
書
で

納
め
て
い
る
方
は
領
収
証
書
で

納
付
額
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

普
通
徴
収（
口
座
振
替
ま
た

は
納
付
書
払
い
）で
納
め
て
い
る

方
は
領
収
証
書
ま
た
は
通
帳
で

納
付
額
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
３
階
３
１
５
番
）

�（
５
６
５
４
）８
２
１
３

介
護
保
険
料

普
通
徴
収（
口
座
振
替
ま
た

は
納
付
書
払
い
）で
納
め
て
い
る

方
は
領
収
証
書
ま
た
は
通
帳
で

納
付
額
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

介
護
保
険
課

（
区
役
所
２
階
２
０
１
番
）

�（
５
６
５
４
）８
２
４
９

い
ず
れ
も

領
収
証
書
の
紛
失
な
ど
で
納

付
額
が
不
明
な
方
に
は
、
納
付

額
が
確
認
で
き
る
資
料
を
郵
送

ま
た
は
窓
口
で
交
付
し
ま
す
。

窓
口
交
付
の
際
は
、
本
人
確
認

が
で
き
る
物（
運
転
免
許
証
な

ど
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。納
付

額
は
電
話
で
は
お
答
え
で
き
ま

せ
ん
。

国
民
年
金
保
険
料

確
定
申
告
な
ど
で
社
会
保
険

料
控
除
の
申
告
を
す
る
際
に
は
、

納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
必
要

で
す
。

９
月
３０
日
ま
で
に
納
付
し
た

国
民
年
金
保
険
料
額
を
証
明
し

た
控
除
証
明
書
が
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
１１
月
上
旬
に
郵
送
さ

れ
て
い
ま
す
。
年
末
調
整
・
確

定
申
告
の
手
続
き
に
は
、
こ
の

証
明
書
と
１０
月
１
日
以
降
に
納

付
し
た
領
収
証
書
が
必
要
で
す
。

ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
場
合
に
は
、
納
付

し
た
方
が
社
会
保
険
料
控
除
と

し
て
申
告
で
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

▽
�
飾
年
金
事
務
所

�（
３
６
９
５
）２
１
８
１

▽
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

（
平
成
２６
年
３
月
１４
日
�
ま
で
）

平
日
／
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後

５
時
１５
分

第
２
土
曜
日
／
午
前
９
時
３０
分

〜
午
後
４
時

�
０
５
７
０（
０
７
０
）１
１
７

Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
の
場
合

�（
６
７
０
０
）１
１
３
０

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

青
色
決
算
な
ど
の
説
明
会

所
得
税
の
青
色
申
告
決
算
書

の
作
成
の
仕
方
を
説
明
し
ま
す
。

【
日
時
・
会
場
】

▽
１２
月
３
日
�

新
小
岩
北
地
区
セ
ン
タ
ー

（
東
新
小
岩
６
‐
２１
‐
１
）

▽
１２
月
４
日
�

�
飾
税
務
署

（
立
石
８
‐
３１
‐
６
）

▽
１２
月
５
日
�

金
町
地
区
セ
ン
タ
ー

（
東
金
町
１
‐
２２
‐
１
）

い
ず
れ
も
不
動
産
所
得
の
方
は

午
前
１０
時
３０
分
〜
正
午
、
事
業

所
得
の
方
（
消
費
税
の
説
明
を

含
む
）
は
午
後
１
時
３０
分
〜
４

時
３０
分

【
対
象
】

青
色
申
告
を
す
る
個
人
の
方

【
そ
の
他
】

平
成
２５
年
分
の
青

色
決
算
書
は
所
得
税
の
確
定
申

告
書
と
合
わ
せ
て
、
平
成
２６
年

１
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

平
成
２４
年
分
の
確
定
申
告
に

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
た
方
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
や

税
務
署
の
「
作
成
コ
ー
ナ
ー
用

パ
ソ
コ
ン
」
で
確
定
申
告
書
を

作
成
し
提
出
し
た
方
に
は
、
青

色
決
算
書
、
確
定
申
告
書
な
ど

は
送
付
し
ま
せ
ん
。
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（http

://w
w
w
.

nta.go.jp/

）
か
ら
用
紙
を
入
手

し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

�
飾
税
務
署

�（
３
６
９
１
）０
９
４
１

【
担
当
課
】

税
務
課

リ
サ
イ
ク
ル
コ
ー
ナ
ー

・
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

を
開
催
し
ま
す

【
日
時
】

１１
月
３０
日
�

午
前
１０
時
〜
午
後
２
時

リ
サ
イ
ク
ル
コ
ー
ナ
ー

衣
料
品
・
雑
貨
な
ど
の
日
常

生
活
用
品
で
、
新
品
ま
た
は
新

品
同
様
の
品
物
を
お
預
か
り
し

て
販
売
し
ま
す
。
出
品
は
、
区

内
在
住
の
方
に
限
り
ま
す
（
営

利
目
的
を
除
く
）。

▽
出
品
点
数

１
人
１０
点
（
う
ち
衣
類
・
バ
ッ

グ
類
・
靴
類
は
各
３
点
）
ま
で

家
具
・
電
気
製
品
な
ど
の
大

型
生
活
用
品
や
お
も
ち
ゃ
、
図

書
、
化
粧
品
な
ど
は
除
き
ま
す
。

▽
出
品
受
付
日
時

１１
月
２５
日
�
〜
２７
日
�

午
前
１０
時
〜
午
後
２
時

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

▽
出
店
数

７
店
予
定
（
出
店

募
集
は
し
て
い
ま
せ
ん
）

【
会
場
・
担
当
課
】

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
立
石
５

‐
２７
‐
１
ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル
内
）

�（
５
６
９
８
）２
３
１
４

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
医
療
費
通
知
を
お
送

り
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
の
方
に
、
受
診
状
況
を

振
り
返
り
健
康
管
理
に
役
立
て

て
い
た
だ
く
た
め
、
東
京
都
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら

平
成
２４
年
７
月
〜
平
成
２５
年
６

月
診
療
分
の
医
療
費
額
の
お
知

ら
せ
を
お
送
り
し
ま
す
。

こ
の
通
知
は
確
定
申
告
な
ど

の
証
明
に
は
使
え
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
お
問
合
せ
セ
ン
タ
ー

�
０
５
７
０（
０
８
６
）５
１
９

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

使用済み食用油を回収しています

食用油を回収し、バイオディーゼル燃料・せ
っけんなどの資源として再利用します。ペット
ボトルなどの容器に入れて、各施設の開館時間
内にお持ちください。家庭用油のみ対象です。
事業用油は回収できません。
【回収拠点】 ★は新設

▽清掃事務所（立石５‐１３‐１区役所敷地内）★

▽南綾瀬地区センター（堀切７‐８‐２２）★

▽新小岩北地区センター（東新小岩６‐２１‐１）★

▽柴又地区センター（柴又１‐３８‐２）

▽鎌倉図書館（鎌倉２‐４‐５）
ごみ減量・清掃フェアかつしかでも回収を行います
【日 時】 １１月１７日�午前１０時～午後２時

（雨天中止）
【回収場所】 �飾清掃工場（水元１‐２０‐１）
【担 当 課】 環境課 �５６５４‐８２２８

消費生活センター（ウィメンズパル内）
�５６９８‐２３１１

しごと発見プラザかつしか（テクノプラ
ザかつしか内） �５６８０‐８７６５

産業経済課（テクノプラザかつしか内）
（要電話予約）

�３８３８‐５５５６

障害福祉課（区役所２階２０１番）
�５６９８‐１５３１

自立生活支援センター（ウェルピアか
つしか内）

�５６９８‐１３１５ �５６９８‐１３４９

総合教育センター教育相談担当
�５６６８‐７６０３

子ども
総合センター

男女平等推進センター（要電話予約）
�５６９８‐２２１１

男女平等推進センター（要電話予約）
�５６９８‐２２１３

区民相談室
Katsushika City Office
�飾区役所内

�３６０２‐１３８６
�３６０２‐１３８９（専用）
�３６０２‐１３８８

�３６０２‐１３９１（専用）

１２／２・９・１６�・２４�午後０時３０分～４時３０分
１２／２・９・１６（Mon）・２４（Tue）０：３０pm～４：３０pm
１２／２・９・１６（星期一）・２４（星期二）
中午１２時３０分、至下午４時３０分

月～金曜、土曜電話相談１２／２１�
午前９時～午後４時３０分
火・木曜 午前１０時～午後４時
月～金曜 午前１０時～午後７時
第１・３土曜
午前１０時～午後５時（要予約）

月～金曜 午前１０時～午後５時

月・火曜 午前１０時～午後５時
事業所への巡回もします。

月～金曜 午前９時～午後５時

火～土曜 午前１０時～午後５時
予約が必要です。詳しくは、自立生活支
援センターにお問い合わせください。

月～金曜 午前９時～午後５時
（来所は要電話予約）

月～土曜 午前８時３０分～午後５時
毎日２４時間受け付け
月～金曜 午前８時３０分～午後５時

月～金曜 午前８時３０分～午後５時

月曜 午前１０時～午後５時

火曜 午後１時３０分～４時３０分

月・火・木・金曜 午前１０時～午後５時
水曜 午後１～８時（午後５時以降は電
話相談のみ・男性からの相談も可）

消費生活相談

内 職 相 談

就 職 相 談
あ っ せ ん

中小企業経営相談・
出前アドバイザー

下 請 相 談

手 話 相 談

ピアカウンセ
リング相談
教 育 相 談
いじめ相談
総 合
虐 待
発 達
妊娠・出産どう
しようコール

女性に対する
暴 力 相 談
法 律 相 談
（女性対象）

悩みごと相談
（女性対象）

外国人生活相談
ForeignResident's
AdvisoryDesk
外国人生活咨詢室

子
ど
も
の
相
談

区民相談室（区役所２階２０９番） �５６５４‐８６１２～５
１２／２３（月・祝）、１２／２８�～２６年１／５�の相談はありません。

区民相談１２月分
相談に関する資料があればお持ちください。

相談日の２週間
前の同一曜日
午前９時から電
話予約。

�５６５４‐８６１２
�５６５４‐８６１３
�５６５４‐８６１４
�５６５４‐８６１５

予約は必要あり
ません。直接お
いでください。

�５６５４‐８６１２
～５

【交通事故相談】
�５６５４‐８６１６

２階福祉総合窓口相談室（前日までに福
祉管理課�５６５４‐８２４３へ電話予約を）
保健センター（７面上欄参照）
（要電話予約）

患者相談窓口
�３６０２‐１２２６（専用）
ワークスかつしか（シニア活動支援セ
ンター内） �３６９２‐３１８１

金町地区センター

新小岩北地区センター

区民相談室

区民相談室

１２／２・１６� 午後１時３０分～５時

１２／９� 午後１時３０分～５時

水・金曜 午後１～５時

１２／１０・２４� 午後１～４時

１２／１９� 午後１～４時

１２／３・１７� 午後１～４時

水曜 午前１０時～午後４時

１２／１９� 午後１～４時

１２／３� 午前１０時～午後３時

午後１～４時

１２／１２� 午後１～４時

１２／９� 午前１０時～午後４時

１２／２・１６� 午後１～４時

月～金曜 午前９時～午後５時

金曜 午後１時３０分～３時３０分
訪問相談や日時変更も相談に応じます。

精神科医が相談に応じます。

月～金曜 午前９時～正午、午後１～４時
電話相談のみ

月～金曜 午前９時～午後４時

１２／６・２０�

法 律 相 談

不動産取引相談

登記・測量相談

遺言書・遺産分割協
議書の書き方相談

税金と経理相談

行 政 相 談

人権身の上相談

建 築 相 談

年金・社会保険
・労働問題相談

青少年の生活
相 談

住宅修繕相談

区政・一般相談

交通事故相談

福祉サービス
苦 情 調 整

精神保健相談

医療に関する
相 談

５５歳以上の就業
相談・あっせん

すぐ聞く！すぐ行く！すぐ対応！ 皆さんからの相談に迅速に対応します。
すぐやる課 �５６５４‐８４４８ 月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 午前８時３０分～午後５時

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは
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紙面上では市外局番０３の表記を省略しています。
（３）


